
暮
ら
し
の

お
知
ら
せ

Information

「
成
田
メ
ー
ル
」

郵
便
局
で
申
請
で
き
ま
す

　

市
内
の
郵
便
局
か
ら
住
民
票
と
戸
籍

の
謄
本
・
抄
本
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
「
成
田
メ
ー
ル
」と
い
う
制
度
で
、
請

求
で
き
る
も
の
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　

印
鑑
証
明
や
除
籍
謄
本
な
ど
は
請
求

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
土
・
日
曜
日
、

祝
日
、
12
月
29
日
〜
1
月
3
日
に
つ
い

て
は
、
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

●
手
続
き
の
方
法

①
印
鑑
を
持
っ
て
市
内
の
郵
便
局
へ

②�

郵
便
局
に
置
い
て
あ
る「
成
田
メ
ー

ル
」専
用
の
申
請
書
と
往
信
用
・
返
信

用
の
封
筒
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
切

手
を
張
る

③�
手
数
料
と
し
て
郵
便
局
の
定
額
小
為

替
を
必
要
な
金
額
分
だ
け
買
っ
て

同
封
し
て
投
か
ん

④�

申
請
の
あ
っ
た
書
類
を
市
民
課
で
作

成
し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
自
宅

へ
返
送
。
通
常
、
3
〜
4
日
で
届
き

ま
す

　

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て

お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
人
が
、
確
定

申
告
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合

に
、
医
師
が
発
行
す
る「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」に
代
え
て
、
市
が
発
行
す
る

「
お
む
つ
使
用
確
認
書
」を
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

�

平
成
18
年
中
に
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
こ
と

�

要
介
護
認
定
の
た
め
の
主
治
医
意
見

書
で
、
寝
た
き
り
状
態
に
あ
る
こ
と

お
よ
び
尿
失
禁
の
発
生
可
能
性
が

確
認
で
き
る
こ
と

�

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る

の
が
、
2
回
目
以
降（
初
め
て
の
人
は

医
師
の
証
明
が
必
要
）で
あ
る
こ
と

　

県
内
す
べ
て
の
事
業
所
で
働
く
労
働

者（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
）に

適
用
さ
れ
る「
千
葉
県
最
低
賃
金
」が

こ
と
し
10
月
1
日
か
ら
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
特
定
の
業
種
の
事
業
所
で

働
く
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る「
産
業
別

最
低
賃
金
」も
12
月
25
日
か
ら
改
正
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
右
下
表
の
と
お
り
と
な

り
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
最
低
賃
金
額
に
は
、
精

皆
勤
手
当
・
通
勤
手
当
・
家
族
手
当
・

賞
与
・
時
間
外
手
当
・
深
夜
手
当
な
ど

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

● 

補
助
対
象
＝
平
成
18
年
1
月
1
日
〜

12
月
31
日
に
中
小
企
業
退
職
金
共

済
掛
け
金
を
支
払
っ
た
事
業
主

● 
補
助
率
＝
共
済
制
度
に
加
入
し
た
月

か
ら
12
カ
月
は
20
％
、
13
カ
月
〜
60

カ
月
は
10
％

● 

限
度
額
＝
年
額
1
2
、0
0
0
円　

（
従
業
員
1
人
当
た
り
）

● 

申
請
方
法
＝
1
月
31
日（
水
）ま
で
に

所
定
の
申
請
書
・
支
払
明
細
書
な
ど

を
商
工
観
光
課
へ

市
で
発
行
し
ま
す

確
定
申
告
用
お
む
つ
使
用
確
認
書

請求できるもの 住民票
戸籍の

謄本・抄本

請求できる人
本人か本人と
同一世帯の人

本人か本人と
同一戸籍の人

手数料（1通） 300円 450円

※ 

く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲

1
5
2
5
︶へ
。

※ 

確
認
書
の
交
付
に
つ
い
て
く
わ

し
く
は
介
護
保
険
課︵
☎
20
︲

1
5
4
5
︶、
医
療
費
控
除

に
つ
い
て
は
税
務
課︵
☎
20
︲

1
5
1
3
︶へ
。

改
正
・
決
定
し
ま
し
た

千
葉
県
最
低
賃
金
・
産
業
別
最
低
賃
金

千葉県最低賃金 687円

産
業
別
最
低
賃
金

調味料製造業 775円

鉄鋼業 806円

一般機械器具製造業 794円

電子機械器具、情報通信機
械器具、電子部品・デバイ
ス製造業

791円

精密機械器具製造業 776円

各種商品小売業 756円

自動車（新車）小売業 786円

加
入
事
業
主
に
補
助
金
が

中
小
企
業
退
職
金
共
済

※ 

く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲
1
5

　

4
0
︶へ
。

※ 

く
わ
し
く
は
千
葉
労
働
局
労
働

基
準
部
賃
金
室︵
☎
0
4
3
︲
2

　

2
1
︲
2
3
2
8
︶ま
た
は
成
田

　

労
働
基
準
監
督
署︵
☎
22
︲
5
6

　

6
6
︶へ
。

「成田メール」

作業日 予定地区 予定時間
1月9日（火）並木町（大久保台・野沢台・成瀬台）地区 午後11時

～

翌午前5時
1月10日（水）並木町（沢山）地区
1月11日（木）飯田町地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご了
承ください。なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお
願いします。

1 月の水道水の排水作業日程
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1
1
0
番
は
、
警
察
に
連
絡
す
る
た

め
の
緊
急
電
話
で
す
。

　

事
件
・
事
故
に
遭
っ
た
と
き
や
見
た

と
き
は
、
た
め
ら
わ
ず
に
1
1
0
番
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
指
名
手
配
被
疑
者
に
似
た
人

を
見
掛
け
た
な
ど
、
ど
ん
な
さ
さ
い
な

情
報
で
も
結
構
で
す
の
で
、
積
極
的
に

通
報
す
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

�「
事
件
か
な
」と
思
っ
た
ら
迷
わ
ず

1
1
0
番
を

�

犯
罪
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
は

積
極
的
に
通
報
を

聞
き
込
み
捜
査
に
ご
協
力
を

�

被
害
に
遭
っ
た
と
き
は
必
ず
届
け
出

を

�

オ
ウ
ム
真
理
教
特
別
手
配
に
つ
い
て

の
情
報
は

0
1
2
0
‐
0
0
6
‐

　

0
2
4
へ

　

1
1
0
番
が
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
犯

人
を
捕
ま
え
る
確
率
が
高
く
な
り
、
被

害
の
拡
大
防
止
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

1
1
0
番
セ
ン
タ
ー
で
は
、
通
報
を

聞
き
な
が
ら
同
時
に
パ
ト
カ
ー
や
交
番

の
警
察
官
に
無
線
で
指
令
し
ま
す
の

で
、
落
ち
着
い
て
話
し
て
く
だ
さ
い
。

　

解
雇
や
配
置
転
換
、
賃
下
げ
、
セ
ク

ハ
ラ
や
い
じ
め
な
ど
、
労
使
間
の
ト
ラ

ブ
ル
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　

千
葉
労
働
局
で
は
、
総
合
労
働
相
談

コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
、
労
働
者
や
事
業

主
の
皆
さ
ん
か
ら
の
相
談
を
受
け
た

り
、情
報
を
提
供
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

●
日
時
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

●
場
所

�

千
葉
労
働
局
総
合
労
働
相
談
コ
ー

ナ
ー（
千
葉
市
中
央
区
・
☎
0
4
3
‐

2
2
1
‐
2
3
0
3
）

�

千
葉
駅
前
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

（
千
葉
市
中
央
区
・

0
1
2
0
‐

2
5
0
‐
6
5
0
）

�

成
田
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー（
成

田
労
働
基
準
監
督
署
内
・
東
和
田
・

☎
22
‐
5
6
6
6
）

　

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
に
よ
り
、
自

動
車
を
駐
停
車
し
た
と
き
に
は
、
速
や

か
に
エ
ン
ジ
ン
を
停
止
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
20
台

以
上
駐
車
で
き
る
駐
車
場
の
設
置
者
や

管
理
者
は
、看
板
の
掲
示
な
ど
に
よ
り
、

ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
の
周
知
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

不
要
な
ア
イ
ド
リ
ン
グ
は
燃
料
を
余

分
に
消
費
し
、
地
球
温
暖
化
や
大
気
汚

染
の
原
因
に
な
る
と
と
も
に
、
近
隣
へ

の
騒
音
に
も
な
り
ま
す
。

　

大
気
汚
染
の
改
善
、
地
球
温
暖
化
の

防
止
、
騒
音
の
防
止
、
燃
料
の
節
約
の

た
め
に
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
を

し
ま
し
ょ
う
。

　

寒
く
な
る
と
水
道
管
が
凍
っ
て
水
が

出
な
く
な
っ
た
り
、
破
裂
し
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

凍
結
を
防
ぐ
に
は
布
・
フ
ェ
ル
ト
な

ど
の
保
温
材
で
保
護
す
る
の
が
一
番
で

す
。
特
に
屋
外
に
露
出
し
て
い
る
水

道
管
に
は
次
の
よ
う
な
注
意
が
必
要
で

す
。

 

凍
結
し
た
ら
…
水
道
管
に
直
接
熱
湯

を
か
け
な
い
で
タ
オ
ル
や
布
を
か

ぶ
せ
、
そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を

ゆ
っ
く
り
か
け
て
く
だ
さ
い

 

破
裂
し
た
ら
…
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

内
の
バ
ル
ブ
を
回
し
て
水
を
止
め
、

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
連

絡
し
て
修
繕（
有
料
）し
て
く
だ
さ

い

　

補
導
委
託
と
は
、
家
庭
裁
判
所
が
少

年
の
最
終
的
な
処
分
を
決
め
る
前
に
、

民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
に
非

行
の
あ
っ
た
少
年
を
し
ば
ら
く
の
間
預

け
、
少
年
に
仕
事
や
通
学
を
さ
せ
な
が

ら
生
活
指
導
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
制

度
で
す
。
少
年
を
家
庭
的
な
環
境
に
置

き
、
環
境
を
変
え
て
規
則
正
し
い
生
活

習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
再
非
行
に
及
ぶ
こ
と
を
防
ぐ
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

家
庭
裁
判
所
で
は
、
必
要
な
と
き
に

適
切
な
補
導
委
託
先
に
少
年
を
預
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
補
導
委
託
先

に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
求
め
て
い
ま
す
。

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

解
決
へ
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す

総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

1
月
10
日
は
1
1
0
番
の
日

「
急
ぐ
ほ
ど　

正
し
く

　

は
っ
き
り　

1
1
0
番
」

※ 

く
わ
し
く
は
成
田
警
察
署︵
☎

27
︲
0
1
1
0
︶へ
。

※ 

く
わ
し
く
は
千
葉
労
働
局
総
務

部
企
画
室︵
☎
0
4
3
︲
2
2
1
︲

　

2
3
0
3
︶へ
。

自
動
車
を
駐
停
車
し
た
ら

エ
ン
ジ
ン
を
停
止

ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ

※ 

く
わ
し
く
は
県
大
気
保
全
課︵
☎

0
4
3
︲
2
2
3
︲
3
8
1
0
︶

へ
。

水
道
管
の
凍
結
に
は

十
分
気
を
付
け
て

冬
季
の
水
道

※ 

く
わ
し
く
は
市
水
道
部︵
☎
22
︲

0
2
6
9
︶へ
。
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
地
区
の
水
道
の
修
繕
に
つ
い

て
は
、
県
水
道
局
成
田
支
所︵
☎

27
︲
2
2
3
2
︶へ
。

ご
協
力
い
た
だ
け
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
求
め
て
い
ま
す

家
庭
裁
判
所
の
補
導
委
託
制
度

※ 

く
わ
し
く
は
千
葉
家
庭
裁
判
所︵
☎

0
4
3
︲
2
2
2
︲
0
1
6
5
︶

ま
た
は
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

家
庭
局
第
二
課
少
年
調
査
係︵
☎

03
︲
3
2
6
4
︲
8
1
1
1
内
線

4
4
3
2
︶へ
。
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